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(57)【要約】
　　　　
【課題】
排水トラップの方向に関わりなく、配管を自由に組むこ
とが可能である排水配管を提供することを課題とする。
【解決手段】
排水配管１は、排水管２、排水トラップ１０、固定部材
１５、ケーシング２０によって構成されている。ケーシ
ング２０は内部に排水トラップ１０を収納し、固定部材
１５の底面によって固定される。ケーシング２０を収納
する方向によって、排水管２内部における排水流路の上
流、下流を決定することができる。排水トラップ１０の
流出口１２が開口部４の方向を向いて固定された場合に
おいては、排水管２の開口部５側が排水流路の上流、開
口部４側が下流となる。逆に、排水トラップ１０の流入
口１１が開口部４の方向を向いて固定された場合におい
ては、配管２の開口部４側が上流、開口部５側が下流と
なる。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
槽体の排水を行う排水配管であって、
前記排水配管は、
内部に排水流路を備えた排水管と、
排水トラップと、
排水管に対して排水トラップの位置、及び向きを固定する固定部材より構成され、
前記排水管は内部に排水トラップを収納固定し、
当該収納時、排水管の排水流路に対し、排水トラップの方向を反転自在に収納固定するこ
とが可能であることを特徴とする排水排管。
【請求項２】
前記排水管が略Ｌ字状の曲がり管であることを特徴とする請求項１に記載の排水配管。
【請求項３】
前記排水管の外壁の一部が取り外し可能であり、該取り外しによって生じた空間より排水
トラップを脱着可能であることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の排水配管。
【請求項４】
前記固定部材が、前記取り外し可能な排水管の外壁の一部であることを特徴とする請求項
３に記載の排水配管。
【請求項５】
前記排水トラップが、内部に封水を有さない非封水式排水トラップであることを特徴とす
る請求項１乃至請求項４のいずれか一つに記載の排水配管。
【請求項６】
前記排水トラップが弾性体より成る自封トラップであることを特徴とする請求項５に記載
の排水配管。
【請求項７】
前記排水トラップは内部にリング状部材を有し、該リング状部材は前記排水トラップの内
壁を押圧して、前記排水トラップを固定することを特徴とする請求項６に記載の排水配管
。
【請求項８】
前記排水トラップが、内部に封水を有する封水式排水トラップであることを特徴とする請
求項１乃至請求項４のいずれか一つに記載の排水配管。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は洗面台、シンク等の槽体に取り付けられる排水配管に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
従来においては、洗面台、シンク等、使用によって排水が発生する家庭用設備が知られて
いる。これら家庭用設備においては、槽体下部に、使用によって生じた排水を排水口から
床下配管へ導く排水配管が備えられている。
【０００３】
また、家庭用設備における排水配管では、単純に排水を下水側に繋ぐと、下水側と家庭用
設備が連通していることにより、下水側より臭気や害虫が配管内部を通り、屋内に侵入す
ることとなる。そのため、排水配管においては、排水配管の途中に、排水管と連結し、下
水からの害虫、及び異臭を防ぐためのトラップが設けられていた。
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－１１２１２１
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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上記の様な排水配管は、使用者や施工者の必要に応じて、その都度種々のレイアウトに変
更して使用されている。例えば、特許文献１に記載された排水配管においては排水口に設
けられた弁体を開閉する、遠隔操作式排水栓装置のレリースワイヤが排水口の下方より差
し込まれる構造であり、排水配管は排水口の直下よりすぐ湾曲し、ある程度略水平方向へ
進んだ後に、下方へ延び、排水トラップを設ける構造となっている。
【０００６】
しかしながら、従来技術における排水配管において、排水トラップは、排水管の排水流路
の上流、下流に対する向きが決まっていた。その為、装置の構成や排水トラップに合わせ
て排水配管のレイアウトを考えねばならず、自由に配管を組むことができなかった。
【０００７】
そこで本発明は、上述した従来技術の問題に鑑み、排水トラップの方向に関わりなく、配
管を自由に組むことが可能である排水配管を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
上記課題を解決するための請求項１に記載の発明は、槽体の排水を行う排水配管であって
、前記排水配管は、内部に排水流路を備えた排水管と、排水トラップと、排水管に対して
排水トラップの位置、及び向きを固定する固定部材より構成され、前記排水管は内部に排
水トラップを収納固定し、当該収納時、排水管の排水流路に対し、排水トラップの方向を
反転自在に収納固定することが可能であることを特徴とする排水排管である。
【０００９】
本発明の排水配管は、排水管内部において、排水トラップの、排水管の排水流路に対する
方向を反転自在に収納することが可能である。したがって、本発明の排水配管は、排水管
の上流と下流を反転・変更することが可能であり、排水トラップに合わせてレイアウトを
選択する必要がなく、自由に配管を組むことができる。
【００１０】
請求項２に記載の発明は、前記排水管が略Ｌ字状の曲がり管であることを特徴とする請求
項１に記載の排水配管である。
【００１１】
本発明の排水配管では、前記排水管を略Ｌ字状の曲がり管としたことにより、例えば、横
管を縦管と接続したい場合であっても、縦管を横管に接続したい場合であっても、本発明
の排水配管を利用して接続することが可能となる。即ち、より自由に配管を組むことがで
きる。
【００１２】
請求項３に記載の発明は、前記排水管の外壁の一部が取り外し可能であり、該取り外しに
よって生じた空間より排水トラップを脱着可能であることを特徴とする請求項１又は請求
項２に記載の排水配管である。
【００１３】
従来の排水配管においては、排水トラップの清掃、取り替え等の際には、前後の排水管と
の接続を解除し、排水トラップの清掃や交換をした後、再び前後の配管と接続させなけれ
ばならなかった。しかし本発明の排水配管では、排水配管の内部に収納固定された排水ト
ラップを、排水配管の外壁の一部を取り外すことによって脱着させることができる。その
為、前後の配管との連結を解除することなく、排水トラップを脱着することができ、清掃
性や施工性が大幅に向上する。
【００１４】
請求項４に記載の発明は、前記固定部材が、前記取り外し可能な排水管の外壁の一部であ
ることを特徴とする請求項３に記載の排水配管である。
【００１５】
本発明の排水配管では、取り外し可能な排水管の外壁が、排水トラップの固定部材を兼ね
ている。その為、前記排水管の外壁を取り外すと、排水トラップの固定が解除される。し
たがって、外壁の取り外し行程のみによって排水トラップ脱着可能となり、さらに容易に
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清掃交換等が行うことができる。
【００１６】
請求項５に記載の発明は、前記排水トラップが、内部に封水を有さない非封水式排水トラ
ップであることを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれか一つに記載の排水配管であ
る。
【００１７】
請求項６に記載の発明は、前記排水トラップが弾性体より成る自封トラップであることを
特徴とする請求項５に記載の排水配管である。
【００１８】
請求項７に記載の発明は、前記排水トラップは内部にリング状部材を有し、該リング状部
材は前記排水トラップの内壁を押圧して、前記排水トラップを固定することを特徴とする
請求項６に記載の排水配管である。
【００１９】
本発明の排水配管では、排水トラップとして、弾性体からなる自封トラップを採用してい
る。自封トラップとは、弾性体より成る、一方の端部が開口し、対向する他方の端部が閉
塞した排水トラップであり、開口側より排水が流れた際にのみ、前記閉塞が拡開されて排
水が流れる構成のものである。該自封トラップの固定方法として、自封トラップの内部に
リング状の部材を挿入し、その状態のまま排水管内部に自封トラップを押入する。該方法
によれば、自封トラップがリング状部材外部と排水管内部に挟持され、確実に水密固定さ
れる。
【００２０】
請求項８に記載の発明は、前記排水トラップが、内部に封水を有する封水式排水トラップ
であることを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれか一つに記載の排水配管である。
【発明の効果】
【００２１】
本発明の排水配管では、排水管内部に排水トラップを収納し、且つ、収納に際し、排水ト
ラップの排水流路に対する方向を反転させても収納固定することが可能であるために、１
つの排水配管に複数種類のレイアウトのバリエーションを持たせることができる。また、
排水管の外壁部の一部を脱着可能とすることにより、施工後においても、本発明の排水配
管の前後の接続を解除せずに、内部の排水トラップのメンテナンスを行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】第一実施例に係る排水配管の各部材及び組み立てを示す分解断面図である。
【図２】第一実施例に係る排水配管の第一形態を示す断面図である。
【図３】第一実施例に係る排水配管の第二形態を示す断面図である。
【図４】第二実施例に係る排水配管の（ａ）断面図、及び（ｂ）図４（ａ）のＡ－Ａ矢視
図である。
【図５】排水トラップの収納方法の変形例を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
以下に、本発明の第一実施例について、図面を参照しながら詳細に説明する。尚、以下の
説明は、実施例の理解を容易にするためのものであり、これによって、本発明が制限して
理解されるべきではない。また、以下の説明では、上下左右の位置関係は、特に断りのな
い限り、設置状態を基準として説明する。
【００２４】
以下、図１（一部図２、図３）を利用して、各部材を詳細に説明する。尚、以下図１～４
においては、図面を分かり易くする為ハッチングを省略している。
【００２５】
本実施例の排水配管１は、図１に示す様に、排水管２と、弾性体から成る排水トラップ１
０と、前記排水トラップ１０を固定する固定部材１５と、硬質材から成るケーシング２０
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から構成されている。
【００２６】
排水管２は略円筒状の配管であり、両端と側部に開口部３、４、５を備え、内周に突出部
７を有する。開口部３と開口部４は排水管２の両端に配置された、同軸の開口である。開
口部４は排水管２の端部に設けられた内フランジ６の内周より、更に下流側に向けて突設
された開口であり、開口部５は排水管２の外周に突設された開口である。また、排水管２
の外径は、中心付近において開口部３側より開口部４側が１段縮径しており、開口部３側
の内周に凸状の突出部７を有する。また、排水管２は、単体では排水流路を備えておらず
、後述する固定部材１５、ケーシング２０を嵌設することで内部に排水流路を形成する。
【００２７】
排水トラップ１０は弾性体より形成されて成る排水トラップである。排水トラップ１０は
断面略三角形状であり、一端に流入口１１を、対向する端部に流出口１２を備えている。
流入口１１は円形の開口であり、流出口１２は円筒の一端を押し潰し、軸上で重ね合わせ
た形状をしており、内部より圧力が掛からない限りにおいて閉塞している。従って、流入
口１１から流出口１２に向けて排水が流れる際には、該排水の圧力により流出口１２の閉
塞が拡開され、下流へ排水が排出されるが、排水の無い場合において流出口１２は閉塞さ
れており、臭気や害虫の下流からの侵入を防ぐ。本明細書においては、上記排水トラップ
１０のように、内部に封水を有さず、弾性を利用し一端を閉塞して臭気や害虫の下流から
の侵入を防ぐ形状の排水トラップのことを自封トラップという。
【００２８】
固定部材１５は略円筒状であり、流路形成部１６と、取り出し部１７を備えている。流路
形成部１６においては、固定部材１５の外壁の一部が欠落しており、前記排水管２と結合
した際には、該欠落により流路を形成する。また、流路形成部１６と取り出し部１７との
間は完全に区切られており、両部の間を水等が移動する空間はない。また、固定部材１５
の外周にはパッキン１８と係合凹部１９が設けられている。
【００２９】
ケーシング２０は硬質の外ケース２１と内ケース２２から成る。外ケース２１は断面略凹
状であり、一端の内周に溝２３が設けられている。また、内ケース２２は一端に外フラン
ジを持つ略円筒状の部材であり、内ケース２２の外径は、外ケース２１の内径と略同一で
ある。
【００３０】
上記のような部材によって構成された本発明の排水配管は、以下のようにして組み上げら
れる。
【００３１】
まず、排水トラップ１０の流入口１１を外ケース２１の溝２３と嵌合させた状態で、外ケ
ース２１の内部に内ケース２２を挿入する。該挿入により、排水トラップ１０は溝２３と
内ケース２２の周縁によって挟止され、ケーシング２０内部に固定される。
【００３２】
次に、ケーシング２０（及び排水トラップ１０）を開口部３より排水管２へ挿入するが、
排水管２に対して反転自在に収納することが可能であり、収納する方向によって、排水管
２内部における排水流路の上流、下流を決定することができる。排水トラップ１０の流出
口１２が開口部４の方向を向いて固定された場合においては、排水管２の開口部５側が排
水流路の上流、開口部４側が下流となる（以下、この状態を「第一形態」とする）。逆に
、排水トラップ１０の流入口１１が開口部４の方向を向いて固定された場合においては、
配管２の開口部４側が上流、開口部５側が下流となる（以下、この状態を第二形態とする
）。
【００３３】
この時、ケーシング２０は、硬質の外ケース２１と、同じく硬質の内ケース２２によって
成る為、弾性体から成る自封トラップである排水トラップ１０を排水管２に組み込む際に
おいて、排水トラップ１０の変形が生じず、収納が容易である。
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【００３４】
次に、固定部材１５を開口部３より押入する。該押入により、第一形態においては固定部
材１５の底面と外ケース２１が当接し、ケーシング２０、及び排水トラップ１０が固定さ
れる（図２参照）。また、第二形態においては固定部材１５と内ケース２２が当接し、ケ
ーシング２０、及び排水トラップ１０が固定される（図３参照）。そして排水管２の突出
部７と固定部材１５の係号凹部１９は互いに係合し、固定部材１５自体も固定される。
【００３５】
そしてこの時、第一形態及び第二形態のどちらの形態であっても、固定部材１５の流路形
成部１６が開口部５とケーシング２０の内周とを繋ぎ、排水の進行方向を約９０度屈折さ
せる排水流路が形成される。
【００３６】
また、流路形成部１６と取り出し部１７の間は区切られており、且つ、固定部材１５、及
びケーシング２０（外ケース２１）の外周にはそれぞれパッキン１８、２４が設けられて
いるため、排水が流路を外れて外部に漏れることはない。　
【００３７】
上記のように構成された本発明の排水配管１の第一形態は、図２に示すようにして接続さ
れる。
【００３８】
図２に示す排水配管１は、遠隔排水栓装置４０と連結している横管４３と接続されている
。
【００３９】
遠隔操作式排水栓装置４０は、図示しない槽体、及び弁体の下方に配置されている。遠隔
排水操作式排水栓装置４０は、操作部４１とレリースワイヤ４２を備え、前記操作部４１
の押動によりレリースワイヤ４２を操作し、排水口の開閉を行う装置である。
【００４０】
図２に示す配管構造に本発明を組み込む場合、水平方向（遠隔操作式排水栓装置４０側）
から排水が流入する。本発明の第一形態は、排水トラップ１０の流出口１２を開口部４の
方向へ向けて固定されている。即ち、排水トラップ１０の流入口１１が排水流路の上流側
に配置される形となり、横管４３から流入した排水は開口部５、固定部材１５の流路形成
部１６、流入口１１、流出口１２を順に通り、開口部４より縦管４４へ排出される。一方
、下流から上流へ侵入してくる臭気、及び害虫は流出口１２側から侵入する形となるが、
上流（流入口１１）より圧力が掛からない限りにおいて流出口１２は閉塞されており、臭
気、害虫は屋内に侵入することができない。
【００４１】
第一形態において、排水トラップ１０の清掃、交換等を行う際には、固定部材１５の取り
外し部１７を掴み、引き上げることで、固定部材１５を排水管２より取り外す。また、固
定部材１５を取り外したことにより、ケーシング２０の固定が解除される。従って、排水
トラップ１０の清掃、交換等を行う際において、他の配管との接続を解除せずに排水トラ
ップ１０の清掃、交換等が出来、清掃性及び施工容易性に優れている。
【００４２】
次に、本発明の排水配管１の第二形態を、図３を用いて説明する。図３は図示しない槽体
に接続される排水口４５と本発明の第二形態を接続したものである。
【００４３】
図３示す排水配管１は、排水口４５の下方に開口部４を接続して成る。即ち、開口部４が
上流側となる。本発明の第二形態における排水トラップ１０は、前述した第一形態の排水
トラップ１０を内部に収納したケーシング２０の上下を、配管２に対し、第一形態より反
転させた状態で固定される。その為本発明の第二形態は、排水トラップ１０の流入口１１
が開口部４の方向を向いて固定されている。即ち、排水口４５から排出される排水は開口
部４、流入口１１、流出口１２、流路形成部１６、開口部５の順で流路を通り、横管４６
へ排水される。
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【００４４】
第二形態において、排水トラップ１０の清掃、交換等を行う際には、前述した第一形態と
同様に、固定部材１５の取り外し部１７を掴み、引き下げることで、固定部材１５を排水
管２より取り外す。また、固定部材１５を取り外したことにより、ケーシング２０の固定
が解除される。したがって、排水トラップ１０の清掃、交換を行う際において、他の配管
、及び排水口４５との接続を解除せずに排水トラップ１０の清掃、交換等ができ、清掃性
、施工容易性を向上させている。
【００４５】
次に、本発明の第二実施例について説明する。
上記第一実施例では、排水管の取り外し可能部分は、排水管の曲がり部分であったが、図
５に示す第二実施例においては、直線部分が取り外し可能である。また、排水トラップ１
０は内部に封水を有さない自封トラップであったが、第二実施例における排水トラップ６
５は内部に封水部を有する排水トラップである。
【００４６】
尚、封水式排水トラップは、排水流路中に封水と呼ばれる、排水が溜まる部分を設けてお
り、該封水部分を臭気や害虫が通過できないことを利用して下水側からの侵入を防ぐもの
である。
【００４７】
図５（ａ）、（ｂ）に示す、第二実施例に係る排水配管５０は、排水管５１と、固定部材
６０と、封水式排水トラップ６５から構成されている。尚、図５（ｂ）においては、図面
を分かり易くするため、封水部７０を図示していない。
【００４８】
排水管５１は断面略Ｌ字状の曲がり管であり、両端に開口部５２、５３を有する。排水管
５１は、開口部５３側の直線部分に、後述する固定部材６０の固定部６１、６２と係合す
ることによって、排水トラップ６５を挟圧固定する固定部５４、５５が設けられている。
また、同直線部分において前記固定部５４、５５間と略同一の長さであり、円周方向約１
８０度の切り欠きが設けられている。
【００４９】
固定部材６０は前記排水管５１に設けられた切り欠きと略同一の形状をしており、排水管
５１の固定部５２、５３と係合する固定部６１、６２を有する。
【００５０】
排水トラップ６５は、外観視略円筒状であり、内部の流路が略Ｓ字状に形成された封水式
排水トラップである。排水トラップ６５は、開口部５２側に流入口６６を、開口部５３側
に流出口６７を備えている。流入口６６は、排水流路の上流側に常に配置され、その径は
排水トラップ６５の外径と略等しい。一方、流出口６７は排水流路の下流側に常に配置さ
れ、その径は流入口６６に比べてかなり小径である。
【００５１】
上記のような部材によって構成された本実施例においては、排水管５１の切り欠きより排
水トラップ６５を挿入した後、固定部材６０を嵌合することによって、組み上げられる。
この時、図５（ｂ）に示すように、固定部５４、５５と固定部６１、６２は係合し、排水
トラップ６５が固定される。また、この時同時に排水流路が形成される。そして、上流か
ら排出された排水が排水トラップ６５の底部（封水部７０）に溜まることにより、封水が
形成される。
【００５２】
尚、本実施例においても、排水トラップ６５の取付方向は反転可能であり、流入口６６を
開口部５３側に向けることができる。
【００５３】
即ち、本発明は、排水トラップ、及び／またはケーシングの取付方向を反転しても収納固
定が可能であるという構成により、開口部５（５２）から排水が流入する場合と、開口部
４（５３）から排水が流入する場合のどちらの場合においても利用することが可能である
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。従って、縦（略垂直）方向に延びる配管等に対して接続し、流路を横（略水平）方向に
変更すること、横（略水平）方向に延びる配管等に対して接続し、流路を縦（略垂直）方
向に変更することの両方が可能である。また、排水管２（５１）の一部を脱着可能とした
構成により、排水管２（５１）と他の配管との接続を解除することなく、排水トラップの
メンテナンス等を行うことができる。これら本発明の特徴により、配管のレイアウトの自
由度の幅が大きく広がり、配管を自由に組むことができる。
【００５４】
尚、本発明は、上記第一、第二実施例に限定されるものでなく、主旨を変更しない範囲に
おいて自由に変更が可能である。例えば、上記第一実施例では、外ケース２１と内ケース
２２で挟持することによって排水トラップ１０をケーシング２０内部に収納したが、排水
トラップ１０の収納方法として、図５に示す様に、リング状部材であるリング３０を使用
し、排水トラップ１０の内側から外側に押圧を付与することによって収納する方法を採用
しても良い。また、本発明において利用可能である排水トラップは、上記実施例に示すも
のに限られるものではなく、他の公知、周知の構成の排水トラップを使用しても良い。
【００５５】
また、本発明によれば、使用者の都合に応じて内部の排水トラップを交換することも可能
である。例えば、封水式排水トラップにおいては、出張や帰省等の理由により、長期に渡
り家を空ける場合に、内部の封水が蒸発してしまう恐れがあるため、家を空ける間のみ、
排水トラップを自封トラップ等の非封水式排水トラップに変更する、ということも可能で
ある。
【符号の説明】
【００５６】
１　排水配管
２　排水管
１０　排水トラップ
１１　流入口
１２　流出口
１５　固定部材
１６　流路形成部
２０　ケーシング
２１　外ケース
２２　内ケース
２３　溝
３０　リング
４３　横管
４４　縦管
４５　排水口
４６　横管
５０　排水配管
５１　排水管
５２　開口部
５３　開口部
６０　固定部材
６５　排水トラップ
６６　流入口
６７　流出口
７０　封水部
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